
 

【ａ・ｂの補助上限】 

〇夫婦とも 29歳以下 

所得 500 万円未満 60 万円 

所得 500 万円以上 

660万円未満 20万円 

 

〇夫婦とも 39歳以下 

所得 500 万円未満 30 万円 

【ｃの補助上限】 

〇夫婦とも 29歳以下 

所得 660 万円未満 20 万円 

 

〇夫婦とも 39歳以下 

補助対象外 

各上限を超えた充当は不可 × 

記 入 例 

【上記例の解説】 

〇夫婦とも 29歳以下、世帯所得 500万円以下の世帯の場合 

 ａ．引越費用（15万円）+ｂ．仲介料・家賃（48.8万円） 

＝補助対象経費 63.8万円 

 緑色の枠の補助上限は 60万円なので、ａ+ｂの経費の補助金額は 60万円 

（超過する 3.8万円は補助されない） 
 

 ｃ．省エネ家電（19.5万円）は青色の枠の補助上限 20万円の範囲内なので、 

19.5万円全額が補助金額となる。 
 

よって、今回請求する補助金額は 60万円＋19.5万円＝79.5万円となります。 

 

※この例で、緑色の枠の上限（60万円）を超えた 3.8万円を、 

青色の枠の残額に充当して請求することはできませんので、御注意ください。 


